
 

平成 26年 2月吉日 

 

 お取引先様各位  

株式会社エルーア・システム 

代表取締役 髙橋 義雄 

 

 

拝啓、貴社ますますご繁栄の事とお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、2014年 4月 1日の消費税率改定に伴いまして、誠に勝手ながら当社の対応を下記

の通りとさせていただきますので、何卒、ご了承頂きますようお願い致します。 

 貴社関係各位におかれましては、何かとご不便・お手数をおかけ致しますが、内容ご確認

の上、ご支援、ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

記 

 

● 3月 31日までに納品及び施工などが完了（受入・検収）するご案件につきましては、 

消費税率 5%で対応させていただきます。 

 

● 4月 1日以降に納品及び施工などが完了（受入・検収）するご案件につきましては、 

消費税率 8%にて再度計算させていただき、ご請求させていただきます。 

 

● 4月 1日以降に納品及び施工などが完了することが事前に判っているご案件につきまし

ては、お見積り書及びご注文書の消費税率を 8%にてご案内させて頂きますので、ご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

以上 


